
     

浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例（令和２年

浜中町条例第２６号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、使用する用語の意義は、条例の例による。 

 （禁止区域） 

第３条 条例第８条の規定で定める区域は、別表１に掲げる区域とする。 

 （届出） 

第４条 条例第１０条第１項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書（様

式第１号）に、次に掲げる当該事業に係る図書を添えて行うものとする。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 事業区域等状況調書（様式第３号） 

⑶ 事前周知説明会結果報告書（様式第７号）又は事前周知説明結果報告書（様式第８

号）若しくはその両方 

⑷ 位置図 

⑸ 現況カラー写真（周辺部を含む。）及び写真撮影位置図 

⑹ 配置図（土地利用計画図） 

⑺ 再生可能エネルギー発電施設の構造図 

⑻ 保守点検及び維持管理に関する計画書（様式第４号） 

⑼ 撤去及び処分に関する計画書（様式第５号） 

⑽ その他町長が必要と認める書類 

２ 条例第１０条第３項及び第４項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電

事業変更届出書（様式第６号）に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付

して行うものとする。 

（届出を要しない軽微な変更） 

第５条 条例第１０条第３項又は第４項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものと

する。 

⑴ 条例第１０条第２項第２号に掲げる事項の変更のうち、同条第１項の規定による届

出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以

外の変更。 

⑵ 条例第１０条第２項第３号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する

行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少す

る変更。 

⑶ 条例第１０条第２項第４号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な

部分以外の部分（太陽電池モジュールに係るものを除く。）の材料又は構造の変更。 

 （周辺関係者への説明） 



第６条 条例第１１条第３項の規定による報告は、第４条第３号に定める報告書に次に掲

げる書類を添付して、これを町長に提出して行われなければならない。 

⑴ 周知に使用し又は配布した図書の写し  

⑵ 周知を行った地域の範囲を示した図面 

⑶ 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの 

ア 説明会の日時、場所及び参加者数 

イ 説明会で配布した資料及び説明事項 

ウ 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針 

エ 説明会を開催した状況を確認することができる写真 

オ 説明会に出席した者の名簿の写し 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（完了の届出） 

第７条 条例第１２条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設設置工事完了（中

止）届（様式第９号）によるものとする。 

（廃止の届出） 

第８条 条例第１３条第１項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設廃止届出

書（様式第１０号）によるものとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設撤去完了届（様

式第１１号）によるものとする。 

（身分証明書） 

第９条 条例第１６条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第１２号）による

ものとする。 

 （指導、助言又は勧告） 

第１０条 条例第１７条第１項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書（様式第

１３号）によるものとする。 

２ 条例第１７条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第１４号）によるものとする。 

 （公表） 

第１１条 条例第１８条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機

会の付与通知書（様式第１５号）によるものとする。 

２ 事業者は、条例第１８条第２項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関

する意見書（様式第１６号）によるものとする。 

第１２条 条例第１９条の規定による規則で定める法人は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 独立行政法人 

⑵ 地方独立行政法人 

 ⑶ 第三セクターのうち地方公共団体の出資又は出捐により設立した法人 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施工する。 

 

別表１ 

 

禁止区域 根拠法令 

地すべり防止区域 
地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第

１項 

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和

４４年法律第５７号）第３条第１項 

土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項

及び第９条第１項 

保安林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条 

国指定史跡名勝天然記念物所

在地 
文化財保護法第１０９条第１項 

 


